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青木恒子議員に対する懲罰動議 

 

次の理由により、青木恒子議員に懲罰を科されたいので、地方自治法第１３

５条第２項及び香芝市議会会議規則第１５４条第１項の規定により動議を提出

します。 

 

 

 

理由 

青木恒子議員においては、令和４年９月２９日の本会議における陳謝文の朗

読について、本人の身勝手な判断によりその朗読を拒否したことは、地方自治

法第１３５条第１項第２号及び香芝市議会会議規則第１５７条に違反している

ことは明白であります。 

よって、地方自治法第１３５条第２項の規定に基づき、懲罰を科すことを求

めます。 


